
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　真空室にガスを供給するガス供給部と、
　前記真空室に配置され基板を載置する電極と、
　前記電極に対向して配置されたコイルと、
　前記コイルに高周波電圧を印加する高周波電源と
を有するプラズマ処理装置において、
　前記ガス供給部は、前記 の中心点上から先端部が外周部に向かって放射状に延びる
複数のガス供給管で構成され、前記ガス供給管に

プラズマ処理装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ガス供給部を有した真空室に処理ガスを供給するとともに高周波電圧を印加し
て前記真空室内にプラズマを発生させて基板を処理するプラズマ処理装置に関するもので
ある。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、半導体素子や液晶表示素子の製造過程におけるドライエッチング装置やＣＶＤ
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基板
設けられた２個以上のガス吹出しのうち

少なくとも１個は前記基板の外側に形成された



装置等には、高周波誘導結合を利用したプラズマ処理装置が使用されている。
図３と図４は、従来のプラズマ処理装置を示す。
【０００３】
図３に示すように、プラズマ処理装置は、真空室４に配置された基板７に真空室４に配設
されたガス供給部より処理ガスを供給して、真空室４の外部より高周波電圧を印加して真
空室４の内部にプラズマを発生させて基板７を処理するよう構成されている。
真空室４の上側には誘電板３を介してプラズマを発生させる高周波誘導用コイル２とこれ
に繋がる第１高周波電源１が設けられ、下側には真空室４内を真空排気するポンプ１０が
配設されている。
【０００４】
真空室４の内部には、第２高周波電源９より高周波電圧が印加される電極８が配置され、
この電極８に基板７が載置される。
ガス供給部は、真空室４の側壁に設けられたガス供給口５と、このガス供給口５に繋がる
真空室４の内面側に接続されたガス供給部品１３とから構成される。
ガス供給部品１３の構成を図４に示す。図４（ａ）は、ガス供給部品１３の平面図、図４
（ｂ）はガス供給部品１３の側面図である。
【０００５】
ガス供給部品１３は、ガス供給口５より処理ガスを導入するガス導入管１３ａと、これに
繋がる基板７の外形よりも大きい環状管のガス供給管１３ｂとからなり、ガス供給管１３
ｂの内周壁には基板７と平行になるように多数のガス吹出し孔１２が形成されている。
このように構成されたプラズマ処理装置では、電極８に基板７が載置されると、ポンプ１
０によって真空室４が排気され、ガス供給口５よりガス導入管１３ａを介して処理ガスが
供給され、ガス導入管１３ａのガス吹出し孔１２より真空室４内が低圧力（１０ｍＴｏｒ
ｒ～１０００ｍＴｏｒｒ程度）状態になるまで任意の処理ガスが供給される。
【０００６】
次いで、高周波誘導用コイル２と第１高周波電源１によって、高密度プラズマが発生し、
基板７にエッチングや成膜などの処理が施される。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上記従来のプラズマ処理装置では、ガス供給管１３ｂの内部で圧力損失が
発生し、ガス導入管１３ａから遠いガス吹出し孔１２ではかなりの流量減少が発生する。
これは、基板７の大きさが半導体ウエハ（直径８インチ）ほどの大きさでは問題にならな
いが、液晶表示装置に使用する基板のように基板サイズが大きくなると、ガス供給管１３
ｂがリング状になっていることも影響してガス導入管１３ａから遠い部分ではガス流量が
小さくなり、基板７の中央部分ではガス供給量のばらつきが顕著になって基板面内の処理
速度の均一性に大きな影響を及ぼすようになる。
【０００８】
例えば、このプラズマ処理装置を５５０ｍｍ×６７０ｍｍサイズの液晶表示装置用の基板
に対応するドライエッチング装置として、アルミニウム膜のエッチングに適用した場合に
は、エッチング速度にばらつきが生じ、基板面内のエッチング速度の均一性が確保されな
いという問題が生じる。
本発明は前記問題点を解決し、面積の大きい基板を処理する場合でもその全面に均一に処
理ガスを供給できるプラズマ処理装置を提供することを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
本発明のプラズマ処理装置は、ガス供給部の構成を特殊にしたことを特徴とする。
この本発明によると、面積の大きい基板を用いた場合でも基板の全面に処理ガスを均一に
供給して、基板面内における処理速度の均一性を確保できる。
【００１０】
【発明の実施の形態】
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　本発明の請求項１記載のプラズマ処理装置は、真空室にガスを供給するガス供給部と、
前記真空室に配置され基板を載置する電極と、前記電極に対向して配置されたコイルと、
前記コイルに高周波電圧を印加する高周波電源とを有するプラズマ処理装置において、前
記ガス供給部は、前記 の中心点上から先端部が外周部に向かって放射状に延びる複数
のガス供給管で構成され、前記ガス供給管に

ことを特徴とする。
【００１１】
　この構成によると、

ことによって、ガス供給部へのガス導入が
基板の中心点上から行われるとともに、基板の中心点上から放射状に複数のガス供給管が
設置されているため、ガス吹出し孔から供給される処理ガスの流量のばらつきを抑え、基
板の全面に均一性の高いガス供給を行える。
　以下、本発明のプラズマ処理装置を具体的な実施の形態に基づいて説明する。
【００１２】
なお、上記従来例を示す図３，図４と同様をなすものについては、同一の符号をつけて説
明する。
（実施の形態）
図１と図２は、本発明のプラズマ処理装置を示す。
この実施の形態では、従来のプラズマ処理装置よりも基板の加工均一性を高めるために、
特殊な構成としたガス供給部を設けた点で上記従来例と異なる。
【００１３】
真空室４の上部には誘電板３を介してプラズマを発生させる高周波誘導用コイル２とこれ
に繋がる第１高周波電源１が設けられ、下側には、真空排気するためのポンプ１０が設け
られている。
真空室４の内部には、第２高周波電源９より高周波電圧が印加される電極８が配置され、
この電極８に基板７が載置されている。
【００１４】
真空室４の側壁には、ガス供給口５が設けられており、ガス供給部として、このガス供給
口５に真空室４の内側からガス供給部品６が接続され、金属もしくはセラミックスにより
構成されたブラケット１１にて真空室４に固定されている。
ガス供給部品６は、ガス供給口５から基板７の中心点上まで延びさらに基板面側に直角に
屈折したガス導入管６ａと、この先端に接続された基板７の中心点上から先端部が基板７
の外周部に向かって放射状に延びる複数のガス供給管６ｂ～６ｍと、ガス供給管６ｂ～６
ｍの先端部を固定する基板７の外形よりも大きい固定用リング６ｎとからなり、これらは
一体化されている。ガス供給管６ｂ～６ｍには、それぞれ複数のガス吹出し孔１２が設け
られ、ガス導入管６ａよりガス供給管６ｂ～６ｍの基端部に処理ガスが供給される。
【００１５】
ガス供給部品６の詳細を図２に示す。図２（ａ）はガス供給部品６を基板７との対向面側
から見た平面図であり、図２（ｂ）はガス供給部品６の側面図である。
ガス供給管６ｂ～６ｍは、その内径が１／８～３／８インチ程度で、長さは先端部が基板
７よりも外側にくる長さであることが好ましい。それぞれのガス供給管６ｂ～６ｍには少
なくとも２個以上のガス吹出し孔１２が等ピッチであけられており、ガス吹出し孔１２の
うち少なくとも１個以上は基板７の外側にあることが好ましい。ガス吹出し孔１２はすべ
て同一方向にあけられており、その孔径は０．５～３ｍｍ程度である。
【００１６】
固定用リング６ｎは、ガス供給管６ｂ～６ｍの先端を固定して一体化しており、ブラケッ
ト１１を介して固定用リング６ｎが真空室４に固定されている。
このようにしてガス供給部品６が真空室４に固定されることで、放射状に配置されたそれ
ぞれのガス供給管６ｂ～６ｍの位置およびガス供給部品６と真空室４との位置が固定され
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基板
設けられた２個以上のガス吹出しのうち少な

くとも１個は前記基板の外側に形成された

前記基板の中心点上から先端部が外周部に向かって放射状に延びる
複数のガス供給管で構成され、前記ガス供給管に設けられた２個以上のガス吹出しのうち
少なくとも１個は前記基板の外側に形成された



、基板７に対するパイプの孔の位置や向きがしっかりと固定される。なお、ガス供給部品
６をガス供給口５に接続するときには、ガス吹出し孔１２と基板７とが対向するように配
置する。
【００１７】
このように構成されたガス供給部品６では、ガス供給口５より導入された処理ガスは、ガ
ス導入管６ａによって基板７の中心点上まで導かれさらに基板７の面側に向かって直角に
供給されるため、放射状に設置されたガス供給管６ｂ～６ｍに均等にガスを分配できる。
以上のように構成されたプラズマ処理装置では、電極８に基板７が載置されると、ポンプ
１０によって真空室４が排気され、ガス供給口５よりガス導入管６ａを介してガス供給管
６ｂ～６ｍのガス吹出し孔１２より、真空室４内を適当な圧力（１０ｍＴｏｒｒ～１００
０ｍＴｏｒｒ程度）になるまで任意の処理ガスが供給される。
【００１８】
真空室４内が一定の圧力に保たれると、第１高周波電源１により高周波誘導用コイル２に
高周波電力が印加され、高密度プラズマが発生し、第２高周波電源９により電極８に高周
波電源が印加され、基板７に入射するイオンのエネルギーが制御される。
高密度プラズマが発生すると、電極８に載置された基板７は反応ガスにより処理される。
【００１９】
基板７に供給される反応ガスは、上述のようにガス供給部品６によって一旦ガス導入管６
ａより基板７の中心点上まで導入された後、放射状のガス供給管６ｂ～６ｍに供給される
ため、従来よりもガス吹出し孔１２から吹出されるガス流量のばらつきを抑えることがで
き、大面積の基板７を用いた場合でも基板７の全面に均一性の高いガスを供給できる。
【００２０】
例えば、このプラズマ処理装置を、５５０ｍｍ×６７０ｍｍサイズの液晶表示装置用の基
板に対応するドライエッチング装置としてアルミニウム膜のエッチングに適用し、反応ガ
スとしてＣｌ 2とＢＣｌ 3を使用した場合には、従来よりもエッチング速度の均一性を高め
られる。
なお、上記説明では、ガス導入管６ａ，ガス供給管６ｂ～６ｍ，固定用リング６ｎをそれ
ぞれ一体化したガス供給部品６を例に挙げたが、各部を構成する材質は同一であっても、
また異なる材質の複合体であってもよい。
【００２１】
ガス供給部品６を構成する材質としては、ＳＵＳ３１６などの金属が好ましいが、本発明
はこれに限定されるものではなく、例えば石英、アルミナ、窒化硅素、窒化アルミなどの
セラミックスによる構成も可能である。
また、ガス供給管の本数や管の径、ガス吹出し孔の孔径，孔の位置，孔の方向などは上記
のものに限定されるものではなく、処理ガスの圧力損失や真空室４の大きさ、処理すべき
基板７の大きさ等を考慮して決めればよく、例えば、パイプの本数を４本にしたり、パイ
プの外側端部に近づくにしたがい孔径を大きくしたり、孔と孔の間隔を狭くしたり、パイ
プ径を徐々に太くしたり、孔の向きを処理すべき基板７に対して平行に向けて一体化して
もかまわない。
【００２２】
また、処理する基板７として矩形状のものを用い、真空室４，ガス供給部品６，電極８な
どの形状を矩形状とした場合を例に挙げたが、本発明はこれに限定されるものではなく、
例えば半導体素子を製造する際のように円形の基板を処理する場合には、真空室，ガス供
給部品，電極などの形状を円形に構成する方が装置の構成から容易である。
【００２３】
【発明の効果】
　以上のように本発明のプラズマ処理装置によれば、ガス供給部は、 の中心点上から
先端部が外周部に向かって放射状に延びる複数のガス供給管で構成され、前記ガス供給管
に
構成であるため、それぞれのガス吹出し孔から出るガス流量のばらつきを抑えて大面積の
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基板

設けられた２個以上のガス吹出しのうち少なくとも１個は前記基板の外側に形成された



基板であっても全体に均一性の高いガスを供給でき、基板面内の処理速度の均一性の高い
プラズマ処理が実現できる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施の形態におけるプラズマ処理装置の構成を示す図
【図２】本発明の実施の形態におけるガス供給部品を下側から見た平面図および側面図
【図３】従来例のプラズマ処理装置の構成を示す図
【図４】従来例のプラズマ処理装置におけるガス供給部品の下側からみた平面図および側
面図
【符号の説明】
４　　　真空室
５　　　ガス供給口
６　　　ガス供給部品
６ａ　　　ガス導入経路
６ｂ～６ｍ　ガス導入管
６ｎ　　　固定用リング
７　　　基板
１２　　　ガス吹出し孔

10

【 図 １ 】 【 図 ２ 】

(5) JP 3969907 B2 2007.9.5



【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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